
－1－ 

提  案  理  由 

 

報告第17号 

 専決第12号 

委任専決処分をしたものについて 

 訴えの提起について 

 

報告第18号 

 専決第13号 

委任専決処分をしたものについて 

 訴えの提起について 

 

報告第19号 

 専決第14号 

委任専決処分をしたものについて 

 訴えの提起について 

 

  理  由 上記３報告は、養父市ケーブルテレビジョン利用料の支払につ

いて、簡易裁判所による支払督促手続を利用し、相手方に対し、

利用料の支払を求めたところ、異議申立がなされたため訴訟の手

続に移行したもので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180

条第１項の規定により、専決処分したことに対し、同条第２項の

規定により、議会に報告するものである。 

 

議案第113号 養父市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

  理  由 南但広域行政事務組合が所管する農業共済事業について、令和

２年度から兵庫県農業共済組合に移管されることに伴い、市職員

を同組合に派遣することとなるため、所要の改正を行うものであ

る。 

 なお、施行日は、令和２年４月１日からである。 

 

議案第114号 まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

  理  由 同条例は、「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦

略」の計画期間の終了期日である令和２年３月31日をもって失効

する規定を設けているが、総合戦略を１年間延長したいため、所

要の改正を行うものである。 

 なお、施行日は、令和２年１月１日からである。 

 

議案第115号 養父市基金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

  理  由  同条例に規定する養父市創生基金は、総合戦略の実現に必要な

財源確保のために設立したことから、総合戦略における計画期間
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終了後の令和２年５月31日をもって廃止する規定を設けている

が、総合戦略を１年間延長すること、及び地方創生の深化を図り、

切れ目ない取組を進めるための財源に充てることができるよう、

所要の改正を行うものである。 

 なお、施行日は、令和２年１月１日からである。 

 

議案第116号 養父市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 第94回養父市議会定例会における養父市税条例の改正におい

て、軽自動車税の種別割及び環境性能割について改正を行った

が、日本赤十字社が所有する軽自動車に係る軽自動車税の環境性

能割は兵庫県条例に基づき減免の取扱いとなることから、非課税

の範囲を種別割のみに限定するよう、所要の改正を行うものであ

る。 

なお、施行日は、公布の日からとし、令和２年度以後の年度分

の軽自動車税の種別割について適用するものである。 

 

議案第117号 養父市大屋農産物加工所設置及び管理条例を廃止する条例の制

定について 

 

  理  由 現在、養父市大屋農産物加工所を使用している株式会社おおや

振興公社から使用を終了する申し出があったこと、及び公共施設

総合管理計画において「譲渡又は除却」の方針であるため、同条

例を廃止するものである。 

 なお、施行日は、令和２年４月１日からである。 

 

議案第118号 養父市内山農林水産物直売・食材供給施設の設置及び管理条例を

廃止する条例の制定について 

 

  理  由 同施設について、指定管理施設の実態把握及び将来見通しの検

討結果に基づき、指定管理者である内山営農組合と協議を行った

結果、無償譲渡の合意に至ったこと、及び補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規

定について、国等の承認を得ることができたため、同条例を廃止

するものである。 

 なお、施行日は、令和２年１月１日からである。 

 

議案第119号 養父市給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 水道法の一部を改正する法律（平成30年法律第92号）が令和元

年10月１日から施行され、指定給水装置工事事業者の指定に係る

有効期限が５年間と定められたことに伴い、更新手数料を徴収す
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ることができるよう、所要の改正を行うものである。 

 なお、施行日は公布の日からである。 

 

議案第120号 財産の無償譲渡について 

 

  理  由 議案第118号により協議の整った内山農林水産物直売・食材供

給施設について、内山営農組合に無償譲渡するため、地方自治法

第96条第１項第６号の規定により、議会の議決を求めるものであ

る。 

 

議案第121号 財産の無償譲渡について 

 

  理  由 第94回養父市議会定例会において議決された、関宮本町地区集

会所（建物）の関宮区への無償譲渡について、譲渡事務を進める

上で、集会所の敷地が養父市名義の土地であることが判明したた

め、当該土地について、無償譲渡をしようとするもので、地方自

治法第96条第１項第６号の規定により、議会の議決を求めるもの

である。 

 

議案第122号 「（仮称）道の駅ようか」整備特定事業契約変更について 

 

  理  由 平成28年１月14日、株式会社道の駅ようかと締結した「（仮称）

道の駅ようか整備特定事業施設の建設及び運営・維持管理に関す

る変更契約書」の一部を変更したいため、民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第 

117号）第12条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。 

【変更内容】 

消費税の増税に伴い、令和２年４月30日以降のサービス対価の

支払額を増額するもの等 

 

議案第123号 まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略の変更につい

て 

 

  理  由  「第２次養父市総合計画」の計画終了年度である令和２年度に

「総合計画」及び「総合戦略」を一体化した「（仮）基本構想」

の策定を予定しているが、「総合戦略」は、今年度をもって計画

期間が終了することから、地方創生の深化を図り、切れ目ない取

組を進めるため、基本構想を策定するまでの間、総合戦略の期間

を延長しようとするものである。 

 

 

議案第124号 養父市教育大綱の策定について 
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  理  由 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 

162号）第１条の３第１項の規定により、養父市教育大綱を定め

たいので、養父市議会基本条例（平成22年養父市条例第19号）第

10条第１項の規定により、議決を求めるものである。 

 

議案第125号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の

増減及び規約の変更について 

 

  理  由 市が加入している兵庫県市町村職員退職手当組合について、令

和２年４月１日付で中播農業共済事務組合が脱退することに伴

い、組合規約を変更すること等について協議する必要が生じたた

め、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるもので

ある。 

 

議案第126号 市道路線の認定について 

 

  理  由 県道関宮小代線について、道路改良事業（吉井バイパス）の実

施に伴い、完成後に市道として引き継ぐため、市道路線に認定し

ようとするもので、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２

項の規定により議決を求めるものである。 

 

議案第127号 損害賠償の額を定め和解することについて 

 

議案第128号 損害賠償の額を定め和解することについて 

 

  理  由 上記２議案は、施設管理瑕疵に伴う事故に係る損害賠償の額を

定め和解することについて、地方自治法第96条第１項第12号及び

第13号の規定により議会の議決を求めるものである。 

【事故の概要】 

令和元年９月23日、台風17号に伴う強風により市営住宅九鹿団地

の屋根の棟部分の板金等が飛ばされ、入居者駐車場に駐車してい

た車両２台に接触し、破損させたもの 

■責任割合    市の過失100％ 

■損害賠償の額  74,481円、101,240円 

 

議案第129号 養父市立山田風太郎記念館の指定管理者の指定について 

 

議案第130号 養父市都市公園ようか温水プール・健康支援施設の指定管理者の

指定について 
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議案第131号 養父市集出荷貯蔵施設「フルーツの里やぶ」の指定管理者の指定

について 

 

議案第132号 養父市大屋野菜集出荷所の指定管理者の指定について 

 

議案第133号 養父市関宮農村交流ターミナルの指定管理者の指定について 

 

議案第134号 養父市６次産業化支援センターの指定管理者の指定について 

 

議案第135号 養父市大谷農村公園の指定管理者の指定について 

 

議案第136号 養父市小路頃・出合農村公園の指定管理者の指定について 

 

  理  由 上記８議案は、公の施設の管理を指定管理者に行わせたいの

で、地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を

求めるものである。 

 

議案第137号 令和元年度養父市一般会計補正予算（第６号） 

 

議案第138号 令和元年度養父市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

議案第139号 令和元年度養父市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第140号 令和元年度養父市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

  理  由 上記４議案は、当面必要とする経費の補正を行うものである。 

 

諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

諮問第５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

諮問第６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

  理  由 上記３諮問は、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６

条第３項の規定により、人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ものである。 

【任期】令和２年４月１日～令和５年３月31日 

 

  

  

 


